
経済要録

◆なみはや銀行に対する金融整理管財人による管理命令

  日本銀行は、８月７日、金融再生委員会からのなみはや銀行に対する金融整理管財人に

よる業務及び財産の管理を命ずる処分に関し、以下の内容の総裁談話を公表した。

１．本日、なみはや銀行より、「金融再生委員会から、『金融機能の再生のための緊急措置

に関する法律』に基づく『金融整理管財人による業務及び財産の管理を命ずる処分』を

受け、金融整理管財人に預金保険機構等が選任された」との報告があった。また、金融

再生委員会からも、同様の連絡を受けた。

２．今後、なみはや銀行は、金融整理管財人の下で、適切な業務運営に取り組みつつ、預

金保険機構の資金援助を前提として、速やかに受皿金融機関への営業譲渡等を図ってい

くこととなる。

３．日本銀行は、日本銀行法第 38 条の規定に基づく大蔵大臣からの要請を受け、なみはや

銀行の金融整理管財人による管理が終了するまでの間、同行に対し業務継続に必要な資

金を供給する方針を、本日の政策委員会で決定した。

４．以上の措置を通じて、なみはや銀行は通常どおり営業を継続するとともに、預金、イ

ンターバンク取引を含め、同行の全ての債務の円滑な履行が確保される。日本銀行として

は、これにより預金者等の保護及び信用秩序の維持が図られるものと考えている。

◆産業活力再生特別措置法の成立

  ８月６日、参議院本会議において、産業活力再生特別措置法が可決され、成立した（８

月 13 日公布、「創業及び中小企業者による新事業の開拓の支援」に関しては、９月１日よ

り、その他の部分については、10 月１日より、それぞれ施行）。その概要は、以下のとおり。

（１）事業再構築の円滑化

◇「事業再構築」とは、

  設備、人材、技術などの経営資源をより高い生産性の見込める中核的事業にシフトさせ



るための取り組み。設備処理などの事業縮小だけを意味するものでなく、中核的事業の拡

大・効率化、新事業の開拓や新たな事業方式の導入など前向きの取り組みを含むもの。

◇事業再構築計画の認定等（主務大臣）

  事業者の策定した事業再構築計画（平成 15 年３月 31 日までに申請）を、生産性向上の

目標の明確性、計画の実現可能性、経営資源の有効活用などの基準に照らして主務大臣（事

業所管大臣）が認定。

◇認定事業者への支援措置

① 分社化等に係る商法等の特例（検査役制度、簡易な営業譲受制度、債務の一括移転）

② 債務の株式化のための優先株発行限度枠の拡大

③ 従業員・経営者による株式取得（ＥＢＯ、ＭＢＯ）への支援

④ ストックオプションの対象を子会社の取締役・使用人に拡大

⑤ 金融上の措置（政策金融、債務保証）

⑥ 税制上の措置（特別償却、買換特例、譲渡益課税の繰延（共同出資子会社の設立時）、

欠損金の繰越・繰戻、登録免許税・不動産取得税の軽減等）

（２）創業及び中小企業者による新事業開拓の支援

  創業者及び新事業開拓を行う中小企業者に対する支援措置の抜本的充実を図る。

◇「創業者」

  以下の者を「創業者」として、支援措置の対象とする。（認定等不要）

① 個人創業（１か月以内の創業の具体的計画を有する者）

② 会社設立による創業（２か月以内の創業の具体的計画を有する場合）

③ 個人又は会社設立による創業後５年以内の者

◇「経営資源活用新事業計画」の認定（都道府県知事）

  中小企業者が策定する「経営資源活用新事業」（経営資源の有効活用による新事業の開

拓）の計画（平成 15 年３月 31 日までに申請）について都道府県知事が認定。

  ただし、以下の制度の適用を受けている中小企業者は認定不要。

・ 中小企業創造的事業活動促進法の研究開発等事業計画

・ 中小企業技術革新制度（日本版ＳＢＩＲ）

・ 中小企業経営革新支援法の経営革新計画

・ 中小企業総合事業団の新事業開拓助成金



◇主な支援措置

①中小企業への設備資金の無利子融資制度の拡充

  設備近代化資金制度の貸付対象への創業者の追加及び新事業開拓等を行う中小企業

者への貸付要件の拡充。

②創業者、中小ベンチャー企業に対する信用保証

  創業者向け無担保保険の特別保証枠の創設等中小企業信用保険法の特例を設ける。

（３）研究活動の活性化等

◇国の委託研究開発に係る特許権等の扱い

  国の委託研究開発（特殊法人、公益法人を通じて行うものを含む。）に係る特許権等を

受託者（開発者）に保有させることができるものとする。これによって、開発者の研究意

欲の喚起及び研究開発成果の事業化の促進を図る。

◇技術移転機関の活性化

  大学の研究成果を産業界に移転する役割を担う機関（ＴＬＯ）の業務の活性化のため、

特許料等の軽減措置を講ずる。

◆商法等の一部を改正する法律の成立

 ８月９日、参議院本会議において、株式交換・株式移転による完全親会社の創設手続、親

会社の株主に対する子会社の業務内容等の開示、及び時価会計導入に対応した資産評価方

法の変更、に関する規定の整備を内容とした、商法等の一部を改正する法律が可決され、

成立した（８月 13日公布、時価会計導入に対応した資産評価方法の変更に関する規定につ

いては平成 12 年４月１日より、その他の規定については本年 10 月１日より、それぞれ施

行）。

◆組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の成立

  ８月 12日、参議院本会議において、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する

法律が可決され、成立した（８月 18 日公布）。これは、犯罪による収益の隠匿及び収受並

びにこれを用いた法人等の事業経営の支配を目的とする行為を処罰するとともに、犯罪に

よる収益に係る没収及び追徴の特例並びに疑わしい取引の届出等について定めること等を

目的とするもの。同法では、金融機関等に対して、いわゆる麻薬特例法に定める現行届出



義務を拡充し、業務において収受した財産が犯罪収益等若しくは薬物犯罪収益等である疑

いがあると認められる場合等につき、主務大臣への届出を義務付けている。

◆日本銀行、「当面の金融政策運営について」を発表

  日本銀行は、８月 13日、政策委員会・金融政策決定会合において、次回金融政策決定会

合までの金融市場調節方針を下記のとおりとし、別添のとおり公表することを決定、同日

対外公表を行った。また、同会合において、金融政策判断の基礎となる経済及び金融の情

勢に関する基本的見解を了承し、これを「金融経済月報」に掲載、同 17 日に公表したほか、

６月 28 日に開かれた金融政策決定会合の議事要旨を承認し、これを８月 18 日に公表した。

記
  より潤沢な資金供給を行い、無担保コールレート（オーバーナイト物）を、できるだけ

低めに推移するよう促す。

　その際、短期金融市場に混乱の生じないよう、その機能の維持に十分配意しつつ、当

初（注）0.15％前後を目指し、その後市場の状況を踏まえながら、徐々に一層の低下を促す。

  （注）「当初」とは、２月 12 日金融政策決定会合時点。

（別添）
平成 11 年８月 13 日

日 本 銀 行

当面の金融政策運営について

  日本銀行は、本日、政策委員会・金融政策決定会合において、当面の金融政策運営につ

いて現状維持とすることを決定した（賛成多数）。

  すなわち、次回金融政策決定会合までの金融市場調節方針は、以下の通りである。

　より潤沢な資金供給を行い、無担保コールレート（オーバーナイト物）を、できる

だけ低めに推移するよう促す。

　その際、短期金融市場に混乱の生じないよう、その機能の維持に十分配意しつつ、

当初（注）0.15％前後を目指し、その後市場の状況を踏まえながら、徐々に一層の低下

を促す。

（注）「当初」とは、２月 12 日金融政策決定会合時点。



◆第一勧業銀行、富士銀行、日本興業銀行が総合金融グループの結
成について合意

  第一勧業銀行、富士銀行及び日本興業銀行は、８月 20 日、共同で設立する株式会社の下

で全面的な統合を行い、総合金融グループを結成することについて合意し対外公表を行っ

た。

◆日本銀行、「コンピューター2000 年問題に関するわが国金融界の
対応状況―2000 年問題対応の最終段階を迎えて―」を公表

  日本銀行は、８月 27 日、「コンピューター2000 年問題に関するわが国金融界の対応状況

―2000 年問題対応の最終段階を迎えて―」を公表した（その内容については、『日本銀行調

査月報』1999 年９月号参照）。
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